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令和６年度産地交付金の県設定メニューの方向性について 
 

【前提条件】 

・ 令和６年度予算概算要求時点の内容に基づき作成。国の令和６年度予算の概算決定に

基づき内容を変更。 

・ 県への産地交付金基礎配分額が令和５年度当初配分額（1,742,801千円）程度となるこ

とが前提。 

 

１．令和６年度産地交付金の基本的な考え方について 

県内 19地域農業再生協議会への当初配分額は、県設定メニューの内容を精査し、令和５

年度の配分額よりも増額できるよう努める。 

 

２．令和６年度産地交付金の県設定メニューの方向性について 

令和５年度の県設定メニューの内容・単価を継続することを基本とし、需要に応じた作

付けおよび生産性向上を図るために、一部メニューの見直しを行う予定（下記のとおり）。 

 

1
麦・大豆生産性・品質向上助成

（団地化型）
継続 1 概ね1ha以上の団地化。 4,000

2 単作大豆助成 廃止※１ 1 単作大豆の作付けを行う。 5,000

3 戦略作物等助成（二毛作） 継続 2

農協等との出荷契約または需要者等との販売契約に基づ
いて出荷する。
戦略作物等とは、麦、大豆、飼料作物、WCS用稲、加工用
米、飼料用米、米粉用米、新市場開拓用米、そば、なたね
を指す。

10,000

4 飼料用稲等生産性向上助成 継続 1・2
生産性向上のための取組を行う。
飼料用稲等とは、飼料用稲（WCS用稲、飼料用米）、加工用
米、米粉用米および新市場開拓用米をいう。

1,000

5
複数年契約助成

(加工用米・新市場開拓用米)
継続 1・2 需要者との3年以上の複数年契約に基づき作付けを行う。 2,000

6 飼料用米作付拡大加算（基幹作） 廃止※２ 1
飼料用米の作付面積を前年度から拡大する。
生産性向上のための取組を行う。

5,000

7 飼料作物助成 継続 1 飼料作物の作付けを行う。 10,000

9 地力増進作物助成 新設※３ 1・2 地力増進作物を作付けし、鋤き込みを行う。

10 地域振興作物助成 継続 1・2
「明渠」、「暗渠の施工」、「高畦栽培」、「心土破砕」、「土づく
り」のいずれかに取り組む。

13,000

11 そば・なたね振興助成(基幹作) 継続 1
農協等との出荷契約または実需者等との販売契約に基づ
いて出荷する。

20,000

12 新市場開拓用米助成（基幹作） 継続 1
農協等との出荷契約または実需者等との販売契約に基づ
いて出荷する。

20,000

13 複数年契約加算(新市場開拓用米) 継続 1・2
需要者との3年以上の複数年契約（令和6年産以降に締結
したもの）に基づき作付けを行う。

10,000

10,000
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8 耕畜連携加算（耕畜連携） 継続 1 耕畜連携の取組を行う。

※１ 担い手等は大豆の作付面積を拡大する傾向にあるが、播種時期が梅雨と重なる等、作業が追い付いていない現状が見受けられる。今後、大豆の
増産に対応するためには、単作大豆での面積拡大よりも、麦跡等での単収向上が重要であるため廃止。
※２　米の需給が締まるとの見通しの中、コロナ禍のように緊急的に飼料用米への作付転換を行う必要性が低いため廃止。
※３　県域で地力低下が認められ、生産性向上には土づくりが必要。堆肥を確保できない地域があることから、地力増進作物の作付けに対し支援する。
（注意）　R6当初単価は近畿農政局との協議後に決定。

＜参考＞国設定メニュー

※　要件・単価は変更の可能性あり。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　１：基幹作　２：二毛作


